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第
二
十
四
巻

第

税

(
掴
器
開
再
畠
措
九
抽
)

大
正
十
六
年
一
月
後
行

持ノ、

言問

驚

租

税

の

目

的
、r
'-

賓

瞳

緒
言
(
本
前
町
目
的
)

第

段

租
輯
の
目
的
(
寸
従
曜
の
見
解
一
川
財
政
牧
入
を
県
「
る
と
と
を
目
的
と
す
る
も
り
い
の
き
百
一
回
其
批
評
判
肯
定
的
批
梓
川
否
定
的
批
評
問
M

政
枚
入
目
的
と
祉
曾
政
相
目
的
去
を
並
引
す
る

eLい
共
説
明
川
北
九
批
評
川
一
肯
定
的
批
評
川
否
定
的
批
評
向
島
金
目
的
去
す
る
も
の
判
其
詑
明
小
山
高

批

評

川

市

定

的

批

評

山

内

有

定

的

批

評

例

目

的

を

定

義

に

現

は

さ

ピ

る

も

甲

山

門

私

見

)

)

第
二
位
租
時
一
円
基
土
一
円
従
吉
見
解
…
削
買
値
を
指
示
せ
ざ
る
も
の
開
質
抽
出
を
指
示
寸
る
も
の
や
官
、
と
ナ
る
も
の
作
物
財
と
す
る
も
の
制
動
的
物
財

と
す
る
も
の
吋
貨
幣
と
す
る
も
の
附
偵
捜
臨
済
白
牧
人
よ
り
取
る
も
白
き
す
る
も
の
何
私
見
何
租
税
の
貿
慢
の
指
示
仰
附
帯
考
慮
事
項
'
い
貨
幣
的
方

便
品
川
町
物
財
の
割
合
間
貨
幣
的
方
個
以
外
の
物
財
に

iJ取
ら
る
λ

積
極
制
貨
幣
的
方
値
以
外
白
物
肘
の
管
理
)

結
論
(
全
文
目
要
旨
)

二
十
四
巻

第

親



愉

書聖

租
輯
白
目
的
と
賃
値

第
二
十
問
者

第

腕

一話通a

一

緒

マ
自

租
殺
の
目
的
、
其
れ
は
明
瞭
過
ぎ
る
ほ
ど
明
阪
の
や
う
に
見
ゆ
る
。
併
し
段
-r
考
へ
て
往
吉
、
特
に
事
の
質
際

を
も
見
詰
め
て
考
へ
て
見
る
正
、
却
々
簡
単
明
瞭
で
な
い
こ
と
を
見
出
す
。
撃
者
の
見
解
も
之
に
就
い
て
一
設
を

快
い
て
居
る
の
だ
が
、
其
に
影
響
せ
ら
れ
、
又
一
貫
際
の
必
要
に
も
促
が
吉
れ
て
‘

現
賓
の
租
枕
が
次
第
々
々
に
進

化
し
て
居
る
o

其
準
化
が
突
俊
念
激
で
な
い
w

か
ら
、
動
も
す
れ
ば
宥
渇
せ
ら
る
、
が
、
段
々
、
己
推

L
移
b
叉
菱
化

L
っ
、
あ
る
o
此
進
化
の
過
程
を
遁
ふ
も
の
ご
し
て
見
る
ご
旨
に
‘

一
一
居
明
瞭
に
租
税
の
目
的
を
解
I
一
得
る
o
之

が
賓
館
に
つ
い
て
も
・
或
は
不
問
仁
附
せ
ら
れ
・
或
は
不
精
確
に
示
苫
れ
、
且
叉
人
の
見
解
が
一
様
で
な
い
が
・

之
も
膏
し
〈
進
化
す
ぺ
き
も
の
ご
見
て
初
め
て
明
瞭
に
な
る
。
特
に
租
税
の
目
的
古
併
せ
考
へ
て
一

唐

良

(

分

る
。
此
等
の
も
の
に
つ
い

E
は
、
な
自
身
も
色

-qz考
へ
、
諸
中
棋
の
詑
を
見
て
は
考
宜

L
、
諸
多
の
事
買
に
接

L

， 

て
は
、
麗
ら
に
熟
考

L
た
の
で
あ
る
が
、

そ
し
て
買
の
慮
、
私
の
考
が
今
日
ま
で
に
幾
度
か
援
化
し
た
の
だ
が
、

今
日
で
は
成
曲
阻
ま
で
到
蓮
し
た
。
今
滋
に
之
を
故
渡
し

τ見
ゃ
う
E
思
ふ
。

第
一
段

租

税

の

目

的

↑
従
来
の
見
解

色
白

川
崎
一

v
z
h
k
m
f
z



A
財
政
枇
入
を
県
内
、
る
-
』
ご
を
目
的
Z
す
る
も
の

け
其
説
明
|
|
此
は
頗
る
康
(
行
は
れ
て
居
る
所
の
も
の
で
あ
ち
(
諒
一
)
、
私
も
従
来
之
を
採
ら
、
且
つ
之

を
税
税
定
義
の
中
に
も
入
れ
て
居
た
o

其
意
味
は
、
租
税
の
租
税
ご
し
て
の
持
徴
が
財
政
股
入
を
血
中
や
る
こ
と
に

存
す
古
い
ふ
の
で
あ
り
、
此
が
少
〈
ど
も
主
こ
の
主
目
的
を
臥
す
ご
い
ふ
の
で
あ
る
。
卸
ち
之
に
よ
り
て
別
に
前

日
的
の
存
在
を
否
認
せ
守
、
又
並
行
し
て
他
り
主
目
的
の
存
在
を
も
否
認
し
な
い
。
副
目
的
ご
い
へ
ば
.
北
戸
は
主

日
的
に
反
し
な
い
度
に
於
て
序
手
仁
達
成
し
ゃ
う
ぜ
い
ふ
目
的
で
あ
っ
て
、
此
の
如
き
は
従
来
、
少
か
ら
す
あ
り

Z
普
通
仁
は
認
め
ら
れ
て
居
る
(
性
二
)
。
其
の
普
通
仁
副
目
的
己
認
め
ら
れ
て
居
る
も
の
仁
就
い
て
疑
を
懐
〈
事

者
も
あ
る
が
、
其
入
港
古
い
へ
H

と
も
、
何
等
か
の
副
目
的
が
租
税
に
附
苦
闘
世
ふ
こ
さ
は
認
め
て
居
る
(
龍
一
円
)
0

或

は
共
副
目
的
芭
せ
ら
る
、
も
り
を
、

目
的
で
は
な
〈
、
課
枕
の
一
影
響
に
過
ぎ
や
ピ
炉
、
主
(
の
附
随
現
象
に
過
ぎ

旧
制
ご
も
い
ふ
が
(
説
凹
)
其
が
車
な
る
結
果
で
は
な
〈
、
初
め
よ
り
立
法
者
の
有
意
的
に
目
的

zー
し
て
居
る
こ
己
が

あ
る
り
に
か
ら
、
副
目
的
ご
は
認
め
て
良
か
ら
う
。
或
は
夫
の
歳
入
目
的
以
外
に
租
税
の
主
目
的
な
[
芭
い
J

も

あ
る
が
(
説
五
)
事
賞

Z
L
τ
此
の
如
き
歳
入
以
外
の
主
目
的
の
存
す
る
場
合
が
酸
生

L
っ
、
め
る
以
上
は
・

l 

d三

を

否
認
す
る
こ
芭
は
出
来
な
い

2
3
0
其
を
租
税
で
な
い
ざ
い
ふ
て
し
ま
へ
ば
(
性
七
)
簡
単
だ
が
、
質
際
布
在
し

そ
う
一
概
に
片
付
り
て
し
ま
う
の
は
妥
嘗
で
な
い
。
或
は
副
目
的
に
せ
よ
主
目
的
に

叉
後
逸
し
待
ぺ
き
も
の
を
、

せ
よ
・
歳
入
目
的
以
外
の
日
的
は
之
を
賢
際
に
速
成
す
る
-

L

ご
六
っ
か

L
い
ぜ
い
よ
貼
か
ら
し
て
之
を
排
尿
し
ゃ

論

節

税

叢

租
税
白
目
的
と
武
樋

都
ニ
十
四
件
】
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二
十
四
巻

議

租
稔
の
目
的
と
賃
値

四

第

腕

前

R.'l 

う
己
す
る
も
ゐ
る
が
(
龍
三
、
限
A
T
其
達
成
が
完
全
で
な
い
に
せ
よ
、
一
部
で
も
達
成
せ
ら
れ
得
る
以
上
、
そ
し
て
芙

を
主
か
副
炉
、
兎
に
角
、

一
の
目
的
ご
も
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
之
を
耕
し
去
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
或
は
此
等
の

目
的
が
車
に
全
陸
上
、
特
礎
的
例
外
的
に
ご
し
て
軽
〈
見
ゃ
う
ご
い
ふ
も
の
も
あ
る
が
(
註
在
、
之
を
一
々
の
租
枕

に
就
い
て
見
る
ご
告
は
、
共
租
税
に
於
て
却
て
此
が
重
き
を
成
す
こ
ぜ
が
あ
り
、
禁
制
制
裁
に
も
共
通
す
べ
き
租
税

の
定
義
ど
し
て
は
、
之
が
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
向
。
併
し
前
記
の
如
当
歳
入
を
皐
「
る
こ
ご

を
目
的
ご
す
古
い
ふ
の
が
、
此
目
的
が
有
ら
ゆ
る
租
税
に
共
通
な
一
の
主
目
的

r
zい
ふ
だ
け
で
、
他
的
主
目
的

叉
は
副
目
的
の
並
存
を
否
定
L
な
い
意
味
に
ご
す
れ
ば
、
芸
れ
で
も
良
か
ら
う
ど
い
ふ
設
明
附
き
で
、
私
は
歳
入

目
的
を
租
税
に
銑
〈
べ
か
ら
、
ざ
る
一
特
徴
ご
し
て
之
が
定
義
に
ま
で
も
入
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

(
陸
ご

=
I
、
ラ
ゥ
、
パ
ス
テ

1
プ
ル
零
封
共
租
挽
定
義
中
に
之
を
入
れ
て
居
る
こ
と
、
シ
ェ
フ
レ

l
、
ホ
フ
マ
シ
、
ス
ト

ル
ツ
ツ
撃
が
租
輯

H
的
と
し
て
之
を
詑
い
て
居
る
こ
と
は
"
官
て
私
の
例
示

L
た
所
内
加
〈
て
あ
る
が
、
共
他
諦
他
的
事
者
が
川
ゐ
る
詞
は
遣
う
が

同
様
の
麗
度
を
採
る
。
試
み
に
之
を
分
類
し
て
事
「
る
と
、

ρ骨
収
入
獲
得
と
す
る
も
の

I
l仰
之
、
ノ
イ
マ
ン
は
、
租
祇
を
以
て
会
牧
入
の
磁
符
に
定
め
ら
れ
た
る
も
の
と
し
、

Z
グ
ト
は
、
租
積
回
目

的
世
骨
共
闘
慢
の
錨
品
の
牧
入
自
捜
待
に
あ
り
と
す
る
。
リ
ッ
チ
ユ
ル
は
謀
甜
を
叫
て
.
筒
人
主
義
的
自
由
主
義
的
鯉
抑
制
度
に
於
て
、
争
慢
が

全
悼
む
欲
望
を
満
足
す
る
持
b
に
、
周
民
い
物
よ
り

L
て
分
砕
を
取
ド
略
式
と
鵠
L
、
課
税
町
、
旧
的
目
、
'
粂
慢
が
或
度
に
於
て
品
製
と
す
る
骨
骨

、
、
、
、
‘
.

4

的
方
便
を
箇
別
恒
向
か
ら
、
全
世
経
済
に
移
す
己
と
だ
と
い
ふ
か
ら
、
矢
張
り
之
に
属
し
ゃ
う
。

川
い
八
世
鱈
費
支
排
の
錦
め
と
す
る
も
り

1
1此
は
前
の
骨
肱
入
獲
得
・
と
い
ふ
り
と
結
局
同
一
に
蹄
ず
る
。
例
之
、
チ
ス
カ
は
、
租
税
を
以
て
制
捜
支

ポ
ー
リ
ユ

1
、
バ

捌著、租税研究四管、 5・r8.
NeLimann. Die Stener unr1 r1as offenHche Inh!resse. S. 383. Borght， 
Fw. 5 Aufl. II-I. S・5・RitschI.Theorie der Staatswirtschaft t1nd Best~ 

ellerung. S. 80. 84目

3) 
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姉
町
鵠
め
に
す
る
も
の
と
錨
し
、
租
積
り
特
徴
捕
に
て
も
、
目
的
論
に
て
も
之
監
事
げ
て
居
る
。
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
目
的
捕
に
於
て
の
み
で
な
〈
、

定
義
中
に
も
、
公
共
利
用
的
粧
品
乱
の
支
排
D
錦
め
の
も

m'と
い
ふ
こ
と
を
入
れ
、
フ
イ
ス
ナ
ン
グ
は
、
級
品
叫
克
且
の
偲
め
に
す
る
も
の
占
鴻
ナ
。

ヰ
ヲ
ア
民
ル
ヂ
ス
位
、
租
拾
を
は
て
闘
家
純
費
四
一
般
的
充
足
に
用
立
つ
べ
き
も
の
と
鵠
し
、
共
特
徴
論
に
で
も
迦
例
此
に
特
徴
を
求
む
べ
し
と

し
て
居
る
。
ジ
エ
シ
セ
シ
目
、
伊

L
t
間
在
郷
へ
、
一
般
会
共
荷
瑚
の
費
用
を
支
排
す
る
錨
め
の
も
の
と
錦
L
、
ヮ
グ
ナ
ー
も
、
一
般
企
共
的
担

費
目
充
足
田
錦
め
の
も
の
と
縞
し
、
セ
リ
グ
マ
シ
、
一
ラ
ツ
ツ
は
、
凡
べ
て
の
者
の
共
調
利
益
に
於
て
招
か
れ
た
る
費
用
を
支
排
す
る
鵠
め
の
も
の

〉

・

5

と
錦
L
、
ロ
ツ
シ
ア
l
位
、
財
政
上
川
町
需
要
に
酪
ず
る
斜
め
の
も
の
在
し
て
居
る
。

句
集
令
的
棋
望
満
足
白
結
め
と
す
る
も
白
ー

l
lェ
1
4
ル
ヒ
、
ヘ
ツ
ケ
ル
は
何
れ
も
之
を
採
て
居
る
。
此
集
合
的
欲
望
満
足
と
い
ふ
飼
は
暗
り
や

(
 

う
に
位
つ
て
は
、
財
政
(
軟
入
又
は
支
出
)
上
山
意
味
に
限
ら
ず
、
庇
(
公
金
目
的
と
同
じ
だ
と
も
い
へ
る
が
、
共
が
喧
様
て
な
(
し
て
、
財
政

e
p
 

上
の
で
あ
り
、
問
っ
て
前
砲
の
も
の
と
同
一
に
蹄
着
す
る
と
と
は
、
へ
ヴ
ケ
ル
の
租
枕
目
的
請
に
よ
り
て
明
か
て
あ
る
。

(
健
一
一
)
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
租
桔
は
、
削
目
的
の
謹
成
が
主
目
的
の
謹
此
と
一
致
す
る
だ
け
に
て
、
制
目
的
白
樺
山
の
も
申
を
有
つ
と
い
ひ
、
フ
イ

ス
テ
シ
グ
も
、
租
拐
の
本
質
に
影
響
せ
ざ
る
が
如
告
削
目
的
を
同
時
に
達
成
す
る
と
と
は
排
除
せ
ら
れ
ず
k
鵠
L
、
ロ
ツ
ツ
也
、
貨
怖
が
栴
賓
の

矯
め
に
幅
削
ら
さ
れ
な
〈
て
は
な
ら
由
と
い
ふ
租
粧
の
主
目
的
は
消
失
し
な
い
。
租
殺
の
制
目
的
。
認
跡
位
、
其
に
よ
り
て
租
殺
の
主
目
的
の
損
せ

ら
れ
な
い
だ
け
に
て
の
み
可
曲
に
止
ま
る
と
錦

L
、
エ

1
4
ル
ヒ
も
、
租
枕
に
削
目
的
の
紺
付
け
ら
れ
符
る
と
と
は
承
認
す
べ

L
。
併
し
従
来
、

此
申
如
き
刷
目
的
は
、
担
例
、
唯
、
此
が
主
目
的
、
即
ち
紐
費
充
足
止
一
致
せ
し
む
る
だ
げ
に
て
の
hm
入
り
謀
る
と
錨
し
、
市
ル
グ
ト
色
、
削
目

、
、
、
、

的
目
固
有
田
目
的
、
即
ち
牧
入
獲
得
を
附
げ
て
は
な
ら
ぬ
左
い
ふ
o

其
他
、
ノ
イ
マ
ン
も
、
則
目
的
を
認
め
て
、
租
枕
を
は
て
、
主
主

L
℃
枚
入

盛
得
の
錦
め
の
も
の
と
錦

L

ラ
マ
イ
ア
刑
、
租
積
。
主
目
的
は
牧
入
、
皐
「
る
企
い
ふ
と
と
だ
が
、
良
島
大
藤
大
臣
は
此
が
聞
棺
貝
に
及
ぼ
す

開
百

大
な
影
響
を
無
視
す
る
を
得
ぬ
と
い
ふ
の
も
削
目
的
圭
見
て
居
る
の
だ
。

(
陸
三
)

ロ
ツ
ツ
は
、
普
遁
畢
げ
ら
る
L

酒
煙
草
枯
に
於
ゆ
る
教
育
上
山
削
目
的
世
排
斥
し
て
は
肝
る
が
、
保
護
闘
聴
に
於
げ
る
産
業
上
申
刑
目
的

を
認
め
た
。
目
〈
、
酒
煙
車
輯
を
今
日
課
す
る
と
い
ふ
ζ

冒
と
は
、
勘
む
ベ
〈
叉
避
〈
べ
か
ら
ざ
る
こ
止
だ
が
、
人
が
同
時
に
之
に
で
、
民
面
白
に

道
義
ょ
の
目
的
止
財
政
よ
り
目
的
と
を
迅
求
せ
ん
と
す
る
・
と
き
に
は
、
蹴
る
大
な
園
町
か
車
ず
る
で
あ
ら
う

0
1
1此
道
義
的
の
削
目
的
と
い
ふ

節

税

五

論

叢

租
税
白
目
的
と
賃
値

第
二

4
四
巻
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f需

机
惜
の
目
的
と
質
唖

罰論

邪
二
十
四
容

"-，、

策

調

も
り
は
、
財
政
々
策
家
に
と
リ
て
は
便
宜
な
る
説
で
あ
り
得
る
。
刑

L
課
祇
は
昆
回
目
な
意
味
に
て
、
遊
説
武
羽
目
病
め
に
は
越
前
な
方
法
一
て
仕

な
い
。

l
l現
存
田
所
得
分
回
目
影
響
目
上
に
向
け
ら
る
L

削

H
叫
が
事
質
上
、
往
々
に
し
〉
て
比
れ
円
安
・
て
租
枕
に
於
て
品
車
さ
札
た
こ
さ
、
及
今

日
も
い
れ
内
止
前
に
於
け
る
特
軍
政
策
り
形
を
採
る
場
合
に
世
求
書
る
L
ζ

・
と
は
認
む
ぺ
し
と
。

(
註
周
)

例
之
、
リ
ッ
チ
ユ
ル
は
、
農
業
、
偉
業

小
企
筏
又
は
大
企
業
在
地
捗
す
る
と
之
、
中
写
階
組
を
維
持
す
る
戸
主
也
互
吐
勢
働
者
を
有
利

と
す
る
と
と
は
、
盟
仙
の
目
的
で
は
な
い
。
明
、
此
彩
蜘
京
、
提
出
。
附
開
制
象
と
し
て
羽
は
れ
得
る
の
み
だ
と
い

sv

(
註
五
)
フ
イ
ス
チ
シ
グ
は
、
課
税
に
て
、
仙
の
日
的
(
紐
費
充
足
以
外
の
)
を
主
円
的
止
す
る
と
と
は
許
ナ
ヰ
か
ら
ず
ム
」
い

ha

(
柱
穴
)
コ
ン
ヲ
l
ド
は
、
捕
坦
帝
附
荷
法
が
一
九

O
六
年
以
来
、
畳
一
位
令
北
市
に
於
け
る
社
合

mの
普
及
及
ひ
深
剥
の
腔
に
於
て
、
愈
々
時
定
的

に
ワ
グ
ゾ
ー
に
よ
り
て
一
部
さ
れ
た
方
向
に
設
脱
し
た
と
し
て
居
る
o

共
れ
か
ら
ナ
ス
カ
は
、
保
護
閥
枕
の
み
な
ら
ず
凡
ぺ
て
閥
枯
を
粗
輯
ー
と
封
立

L
亡
岨
扱
っ
て

A
Z
が
、
其
は
困
難
ピ
あ
る
と
し
て
、
保
護
側
枕
山
目
的
出
仕
掛
一
位
に
常
設
符
業
分
科
の
保
識
だ
と
い
ふ
の
は
、
む
し
ろ
事
の
賀

際
に
由
っ
て
厨
る
へ
山
刊
は
保
護
側
楠
山
や
う
な
融
資
支
岬
併
が
主
目
的
た
ら
ざ
る
も
の
ミ
あ
る
が
d
M
め
に
、
闘
拍
を
相
枕
か
ら
別
と

L
S
T
う
L
た
の

で
は
あ
ら
う
)
。

(
結
七

ア
イ
ヌ
テ
シ
グ
は
、
利
枕
白
形
亡
、
相
抽
的
て
な
い
目
的
に
佼
立
つ
課
徴
物
、
印
ち
主
た
る

H
的
が
粗
砥
的
需
要
を
古
た
す
も
の
て
な
い

り
は
貨
際
に
は
租
枯
て
は
な
い
と
い
ひ
、

4

1

4

ル
ヒ
毛
、
共
、
耳
目
的
が
他
。
方
向
に
あ
る
課
徴
物
は
、
刷
用
的
を
有
す
る
租
抽
と
し
て
見
ら
る

込
と
主
は
川
端
な
い
。
例
之
、
保
護
閥
枕
り
如
き
も
の
で
、
此
に
て
撒
迎
さ
れ
た
る
訓
結
果
と
し

τ園
高
枚
入
山
増
加
が
・
結
付
〈
に
し
て
も
、

さ
う
だ
と
い
ふ
て
居
J
o
其
仙
、
リ
ッ
テ

A
M
は
、
保
謎
闘
祉
の
や
う
に
比
プ
正
目
的
が
間
見
組
抑
方
策
に
あ
る
も
り
を
早
な
る
枕
と

ν
は
な

ν
で
、

4

2

 

削
枕

(
Z
E
U
O
H
M
m
Zロ
司
る
と
い
ふ
て
居
る
1
W

(
控
八
)

バ
ヌ
ニ
ア

1

/
ル
は
、
諜
枕
描
は
腫
4
.

産
業
を
奨
励
す
る
こ
と
、
噌
灯
を
改
良
す
る
こ
と
、
健
康
を
勘
む
る
こ
と
、
又
は
誼
義
を
高
め
る

こ
と
を
努
め
た
o
俳

L
此
宇
山
油
川
白
川
れ
に
於
て
も
y
h仰
望
さ
れ
た
る
成
功
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
比
故
に
自
由
不
平
等
を
救
抑
ナ
る
方
法
と

し
て
の
比
一
酌
使
川
に
反
到
す
る
明
き
刷
用
測
が
あ
る
と
い
ふ
o
h川
前
山
詑
コ
一
、
ロ
ツ
ツ
尋
問
。

コ
ン
フ
ー
ド
は
、
佐
々
に
し
て
.
経
済
的
及
肱
合
敬
市
的
目
的
も
が
、
部
枕
に
給
付
け
ら
る
ふ
。
例
之
、
，
吉
町
、
a
d
L
H
酒
税
が
飲
酒
に
劃
す
る

(
陸
九
)
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日

主
し
て
働
〈
べ
{
、
砂
抽
帽
稀
が
糖
分
多
き
甜
菜
の
生
直
に
奨
励
金
を
興
ふ
る
と
と
込
な
る
で
あ
ら
う
。
保
謂
閥
精
が
財
政
目
的
円
外
医
、
問

問
的
。
副
H
的
生
も
告
む
o
併

L
此
の
如
き
も
の
が
、
去
の
世
脅
止
策
的
目
的
在
、
租
枕
の
根
本
氏
則
と
す
る
の
を
癖
謹
せ
し
む
る
ほ

E
d

の
曲
ら
に
、
一
般
的
H
つ
封
鰭
的
の
設
さ
を
布
た
た
い
o
む
し
ろ
此
が
特
燈
な
る
場
合
に
、
闘
っ
て
例
外
的
の
み
考
察
に
車
る
と
い
L
o

主
H
F

ろ
其
批
評
|
|

り
肯
定
的
批
評
|
|
比
見
解
は
一
膝
は
其
説
明
に
い
ふ
通
り
の
解
蒋
ご
し
て
成
立
し
得
ら
る
、
の
み
な
ら
や

租
税
が
今
日
の
文
明
闘
に
於
け
る
歳
入
上
の
地
位
に
よ
り

τ考
へ

τ
も
、
立
(
の
悟
史
的
後
生
的
の
事
情
に
考
へ

τ

見
て
も
了
解
し
得
ら
る
、
。
叉
此
に
血
中
ぐ
る
目
的
を
定
義
中
に
入
れ
る
』
】
古
に
よ
り
て
、
仰
の
歳
入
目
的
を
有
台

子
、
む
し
ろ
特
別
な
る
行
政
上
の
日
的
を
有
も
、
共
か
ら
牧
入
を
生
中
る
の
が
共
行
政
日
的
の
偶
然
の
結
果
た
る

が
如
き
も
の
ご
の
国
別
特
徴
を
明
一
炉
に
す
る
の
利
も
あ
る
(
註
一
O
)
O

或
は
、
今
一
つ
序
手
に
い
ふ
吉
、
租
税
の
中

に
一
定
の
指
定
吉
れ
た
る
経
費
の
支
排
に
充
て
ら
る
、
も
の
、
あ
る
ご
い
ふ

e

』
ご
、
印
ち
目
的
枕
さ

γ
ム
も
の
、

あ
る
ご
い
ふ
こ
ざ
は
、
見
品
川
に
よ
り
て
は
、
租
税
が
共
特
定
経
費
に
於
け
る
特
定
の
目
的
(
例
之
・
道
路
修
築
山

骨
岬
め
芭
炉
、
慈
善
、
祉
合
事
業
の
病
め
ピ
か
)
を
有
つ
芭
も
、

い
は
れ
得
る
が

其
は
叉
見
様
に
よ
り
て
は
唯
ピ

経
費
支
排
の
方
法
的
事
項
に
周
し
・
経
費
に
充
つ
べ
き
歳
入
を
牧
得
す
る
の
が
目
的
だ
さ
い
ふ
中
に
合
ま
れ
得
る

こ
己
で
ゐ
っ
て
、
夫
り
特
定
目
的
が
此
歳
入
牧
得
正
金
(
封
立
す
べ
き
も
の
で
は
な
ド
ご
答
へ
る
こ
ご
が
出
来

る。
(陸

-
O
)

チ
ス
カ
同
国
家
へ
の
支
抑
一
で
あ
っ
て
、
直
接
に
締
費
充

A
m
目
的
に
で
徴
軟
さ
れ
な
い
も
の
は
、
決
L
て
租
輯
I
1
L
て
は
-
一
帯
さ
れ
な

論

f盟

租
殺
の
目
的
と
官
位

第
二
十
四
巻

七

f再

現

-~ 
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論

震

租
続
。
目
的
・
と
賞
怪

A 

第
二
十
四
巻

第
一
一
瞬

λ 

め

い
。
例
之
、
罰
金
申
如

L
-と
い
ふ
が
、
本
文
に
い
ふ
四
位
其
が
此
穂
の
も
の
と
の
区
別
特
徴
と
な

p
得
る
・
と
い
ふ
申
で
あ
る
。
倫
既
拙
著
審
問
円
。

伊
否
定
的
批
評
|
|
其
れ
で
財
政
股
入
を
皐
「
る
こ
芭
を
租
殺
の
一
特
徴
た
る
目
的
Z
L
て
其
定
義
仁
入
れ

る
こ

Z
は
一
懸
の
説
明
は
つ
(
。
併
し
租
税
の
目
的
が
此
収
入
目
的
の
み
に
限
ら
れ
宇
、
別
の
目
的
も
が
存
在
し
、

其
も
草
仁
副
目
的
Z
V
ふ
に
止
ま
れ
ば
良
い
が
、
並
行
す
る
他
の
主
目
的
ご
し
て
存

t
得
る
の
に
拘
ら
子
、
枚
入

目
的
の
み
を
租
税
目
的
Z
し
て
奉
「
る
の
で
は
不
満
足
だ
ご
仁
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
例
之
、
保
護
関
税
ゃ
、
近
時

起
hd
掛
け
て
居
る
枇
品
目
政
策
目
的
の
租
税
や
の
如
〈
、
股
入
以
外
に
其
主
眼
が
存
在
す
る
も
の
を
も
、
車
純
に
牧η

 

入
目
的
の
も
の
さ
し
て
し
ま
ふ
の
は
何
百
し
で
も
不
満
足
で
あ
る
。
特
に
保
護
関
税
中
の
禁
止
開
校
ゃ
、
問
地
動

勾

ゃ
、
血
判
身
税
子
無
税
の
如
〈
、
枚
入
以
外
の
目
的
の
方
が
一
一
居
に
重
き
を
成
L
、
此
か
ら
枚
入
が
な
〈
て
も
其
税

の
目
的
は
達
成
せ
ら
れ
る
所
で
ゐ

b
、
む
し
ろ
般
入
の
生
守
ぬ
ほ
主
に
な
っ
た
芭
き
に
却
っ
て
其
挽
の
目
的
が
逮

成
せ
ら
れ
た
E
レ
ふ
ぺ
き
も
の
で
は
、
何
百
し
て
も
其
税
の
特
徴
た
る
目
的
が
枚
入
獲
得
に
あ
h
芭
い
ふ
の
で
は

無
理
で
あ
る
。
夫
の
魁
曾
政
策
祝
に
し
て
も
、
段
々
E
之
を
高
調
す
る
己
き
に
は
、
税
が
所
得
財
産
の
過
大
を
制

抑
す
る
こ

Z

E
な
り
得
れ
ば
足
る
、
嶋
崎
め
に
財
政
枚
入
上
に
は
不
利
吉
な
っ

τも
闘
は
肉
ご
い
ふ
も
の
を
も
生
じ

待
品
。
地
は
其
の
や
う
な
馬
鹿
々
々
し
い
こ
さ
は
せ
ぬ
が
良
い
Z
の
み
一
蹴
に
は
排
尿
す
吋
き
で
は
な
い
。
宵
際

所
得
財
産
の
集
中
が
魁
曾
金
韓
、
同
民
会
慢
の
堅
買
な
る
畿
展
の
上
に
有
害

r
t
v
ふ
こ
ど
が
認
め
ら
れ
る
さ
き

に
は
此
の
如
き
枇
舎
政
策
税
亦
、
之
を
認
め
て
可
さ
恩
ふ
。
此
山
・
如
き
可
能
的
の
税
を
も
包
容
す
る
Z
し
T
は、

Rastahle， Pnblic finance 
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術
夏
ら
に
牧
入
目
的
の
み
を
租
税
目
的
正
し
て
息
「
る
の
で
は
不
満
足
で
あ
る
。

前
出
位
六
、
ヨ
シ
ラ
ー
ド
参
問
。

すの
Z 意 (D)雀
い義(い)財ー
ムも其政三
の 随設枚
1ご つ明入
0'町て | 目

ニ|的
ゐ比ご
ちは j註
古人曾
しの政
fl 知策
。る目

ま目 的
〈ピ
、を

並
立
す
る
占
の

ワ
グ
ナ

1
の
見
解
で
、
彼
は
租
税
の
目
的
に
二
あ
り
Z
震
し
、
税
枕

つ
ま
り
租
税
の
目
的
に
は
財
政
牧
入
上
の
吉
、
一
祉
曾
政
策
上
の
ご
ニ
が
並
立

ろ
其
批
評

円
肯
定
的
批
評

l
l此
見
解
は
一
臆
は
尤
も
ピ
。
一
枇
合
政
策
目
的
は
租
税
に
入
る
べ
か
ら
宇
ご
い
ふ
強
い

反
劃
論
も
あ
る
が
(
註
二
一
)
、
共
は
賞
際
事
貨
の
推
移
の
許
吉

F
る
所
で

b
っ
て
、
何
百
し
て
も
之
を
否
認
す
る
金

得
ぬ
o

そ
し
て
傾
向
は
確
か
に
段
々
ご
多
〈
祉
曾
政
策
目
的
を
租
税
に
入
れ
る
こ

Z
に
な
る
。
他
日
其
反
動
が
来

同

Z
は
い
へ
な
い
o

併
し
少
〈
ぜ
も
近
時
の
傾
向
は
、
ま
に
々
々
多
〈
一
枇
曾
政
策
加
味
に
向
っ
て
居
る
。
或
は
租

税
に
於
り
る
枇
曾
政
策
目
的
を
認
め
て
も
、
飽
迄
も
之
を
副
目
的
Z
し
て
の
み
認
め
る
が
あ
る
(
桂
三
一
)
。
然
る
Z

き
は
別
仁
其
を
定
義
の
中
じ
現
は
す
仁
も
及
ば
守
、
定
義
正
し
て
は
財
政
収
入
目
的
の
み
を
皐
「
れ
ば
足
る
こ
さ

ご
な
る
の
村
い
が
、
賞
際
、
一
世
合
政
策
目
的
が
副
目
的
ご
し
て
加
味
さ
る
る
ば
か

b
で
な
，
¥
此
に
主
目
的
の
地
位

の
奥
へ
ら
る
る
も
の
さ
へ
現
は
れ
つ
つ
あ
る
の
に
か
ら
、
斯
〈
の
如
〈
に
祉
曾
政
策
目
的
を
轄
〈
扱
つ
て
は
な
ら

第

競

ブι

輸

震

租
積
白
目
的
と
費
値

第
二
十
四
巻

ブL

抑着、租枕研究、四管剖五管 28r

拙著、租粧研費、六容 119・以下。
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請

議

。

租
積
回
目
的
と
質
強

第
二
十
四
巻

O 

第

挽

ない
1
0

或
は
枇
品
目
政
策
目
的
は
ゐ
ち
得
と
し
て
も
、

北
(
は
租
税
L
h
h

岡
家
的
制
度
た
る
以
上
、
共
よ
り
生
十
る
嘗
然

の
結
果
に
止
ま
る
の
に
か
ら
、
特
に
之
骨
粗
枕
定
義
中
に
入
る
る
に
又
ば
十
ぜ
も
い
ふ
が
(
註
一
四
)
、
新
の
如
き
嘗

然
の
結
果
に
も
せ
よ
‘
税
枕
を
作
る
ど
き
に
其
目
的
ご
す
る
印
刷
E
な
り
、
財
政
股
入
の
み
で
乍

f
、
h
u
し
ろ
其
よ

h
も
枇
曾
政
策
の
絡
め
に
正
レ
ふ
が
如
き
場
合
が
あ
る
以
上
は
、
之
を
租
税
の
目
的
古
し
て
現
は
す
こ
己
は
必
要

で
あ
・
9
、
正
賞
で
も
あ
る
。
若
夫

μ
7
グ
ナ
!
の
見
解
に
封
し
て
、
従
来
、
彼
の
い
ふ
如
き
枇
曾
政
策
的
意
義
の

税
は
な
か
っ
た

L
、
ま
だ
無
い
ご
い
ふ
に
至

(τ
は
(
龍
一
?
と
、
少
〈
ご
も
今
日
の
祖
税
の
大
勢
に
は
嘗
ら
な
い
も

の
で
ゐ
る
。

(
註
士
一
)

ロ
ツ
ア
岨
、
此
mw
如
き
提
案
は
四
時
て
は
何
等

.
R際
的
主
躍
を
有
た

f
と
焔
し
、
フ
オ
ツ
ケ
は
、
此
祉
合
政
策
目
的
を
入
れ
る
己
と

を
一
方
に
は
不
要
と
鴻
L
他
方
に
は
有
害
と
お

T
。
へ

y
ケ
ル
も
、
判
粧
の
一
位
合
政
策
的
任
務
は
排
斥
す
べ
き
も
り
で
あ
り
、
此
機
能
は
机
拘
に

は
泊
悦
せ
旧
と
い
r

ふ
O

共
他
リ
ツ
テ
ユ
ル
も
、
訊
税
は
戎
庇
ま
、
艇
前
又
は
批
令
政
策
の
方
偲
主
心
て
使
用
せ
ら
れ
叉
仕
慌
川
せ
ら
る
、
に
遡
す

る
。
課
税
が
則
康
平
咋
の
紅
骨
政
策
的
叫
ト
引
を
充
た
す
に
遡
符
な
方
使
か
と
い
ふ
に
、
共
は
絶
封
的
に
否
定
す
ペ
し
と
錦

L
、
レ
ヒ
タ

1
.へも、

財
産
不
中
世
相
税
白
目
的
て
位
な
い
。
若
も
此
が

H
的
だ
と
す
ぬ
な
ら
問
、
相
暗
の
周
政
的
信
川
世
田
会
〈
な
い
時
忙
も
、
机
腸
が
目
的
世
有
ち
存

丘
町
四
山
あ
り
と
な
る
で
あ
ら
う
(
其
は
不
都
合
だ
)
と
い
ふ
叫

(
註
ご
-
一
)
チ
ス
ヵ
、
シ
ェ
フ
レ

I
等
は
明
丸
山
に
祉
骨
此
筑
日
向
を
川
目
的
と

L
て
の
み
泌
む
。
即
ち
、
チ
ス
カ
は
、
制
財
政
上
回
日
的
と
、
戎
他

の
目
的
特
に
問
民
所
得
U
F
分
を
制
整
叫
に
干
持
す
る
己
と
が
附
骨
さ
る
L

を
得
る
。
之
に

k
り
て
租
枯
が
祉
作
政
策
的
任
務
を
申
ん
た
す
と
と
に

な
る
。
併
し
此
は
嶋
だ
刷
目
的
と

L
て
の
み
で
あ
る
と
い
ひ
、
シ
ェ
フ
レ
!
は
、
祉
骨
政
策
日
的
d
r
部
二
山
主
日
耐
と

L
て
且
ら
れ
日
つ
認
め
ら

る
べ
き
こ
と
却
ち
此
訓
目
的
山
み
に
て
租
税
山
定
義
を
定
む
べ
き
こ
と
は
ポ
認
さ
る
ミ
こ
と
を
作
ぬ
と
い
ふ
。
比
仙
、
諸
多
の
撃
者
問
抵
令
政

策
目
的
を
削
目
的
。
窓
叫
に
て
認
め
て
肘
る
。
判
之
、

z
l
ペ
ル
ヒ
は
、
世
合
政
策
的
使
命
。
要
求
か
ら
大

H
つ
有
義
的
所
得
に
小
且
つ
無
器
所

S_ r6o. -Heckel， n. n. O. S. 127・
Lcchtape， Die Fl"百gedcr Steuer. 
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，ト ι

得
よ
り
も
一
層
重
課
す
る
ζ

ー
と
が
要
求
さ
る
お
だ
け
で
は
、
既
に
比
計
八
時
正
な
る
租
柏
田
分
自
閉
山
上

q
賛
成
し
な
〈
て
阻
な
ら
白
て
あ
ら
う
e

仰
L
此
嬰
主
に
よ
リ
て
、
財
暁
目
的
を
旭
へ
た
る
租
枕
旬
務
が
考
へ
ら
る
h
u
但
け
で
は
賛
成
主
る
誌
と
左
は
山
市
惇
向
。
何
と
な
れ
ば
其
炉
、
租
税

の
川
政
上

ι関
て
な

ν
虎
に
も
、
財
庄
平
中
山
ぬ
め
に
、
組
問
徴
収
凶
占
現
在
い
ふ
こ
と
に
噂
〈
か
ら
と
い

H
V

、
4

ヲ
フ
エ
ル
デ
ス
も
、
課
税
が

所
初
間
分
を
考
察
に
取
る
こ

εは
山
山
然
だ
O

川
一
は
却
問
が
止
問
削

Mm、
官
週
間
係
、
泊
費
削
係
を
考
轄
す
る
L
C

同
じ
だ
。
併
し
北
ハ
は
、
稲
川
か
其
成

立
原

N
U品
共
円
山
d
p
此
岡
山
素
へ
の
影
響
に
有
す
る
と
と
山
幸
に
で
制
定
さ
る
ミ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
共
は
揖
に
つ
き
一
般
に
は
可
拍
て
な
〈
又

は
唯
だ
小
な
院
に
て
り
み
可
能
だ
?
と
い
ム
。
向
ほ
、
グ
エ
シ
セ
ン
も
‘

ワ
グ
ナ
ー
の
就
が
往
々
に
し
て
川
ゐ
ら
る
λ

と
止
は
明
か
だ
。
恨
令
、
相

法
が
収
入
内
科
川
山
町
悶
仰
の
品
明
か
ら
、
そ
ん
な
に
臆
々
は
枇
骨
作
則
自
方
法
と
し
て
川
ゐ
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、

ち
る
λ

こ
と
は
可
能
だ
と
い
ふ
凶

一
般
に
或
皮
ま
て
此
考
に
て
作

(
陸
一
回
)

7

オ
ツ
ケ
は
、
枇
合
政
俄
日
的
は
、
同
家
制
之
を
け
ぺ
任
務
と
し
た
と
曹
に
は
、
租
税
意
義
山
中
に
自
ら
合
ま
れ
る
o
然
ら
ざ
る
主
司
ば

沼

之
を
山
中
「
る
こ
と
は
、
左
hu
〈
と
も
不
裂
だ
と
い
ふ
。

Z
 

(控

-
E
)

フ
オ
ツ
ケ
は
、
従
弟
ワ
グ
ー
ブ
ー
の
い
一
や
う
な
計
脅
政
策
的
の
定
義
白
紙
は
な
引
っ
た
し
、
今
に
ま
だ
な
い
・
と
い
ふ
て
問
る
o

円
一
判
定
的
批
評
|
|
第
一
に
は
ワ
グ
ナ
ー
の
い
ふ
ゃ
う
仁
財
政
上

ω
租
枕
ご
祉
品
目
政
策
上
の
租
税
己
会
〈
獅

(
 

立
し

t
別
々
仁
作
在
す
る
か
は
疑
は
し
い
。
む
し
ろ
質
際
に
は
主

t
し
て
財
政
牧
入
上
の
目
的
を
遣
し
つ
つ
、
或

度
ま
一
じ
刷
合
政
策
目
的
を
考
慮
す
る
の
が
多
〈
、
中
に
は
枇
合
政
策
目
的
を
主

H
的
ご
し

τ則
政
牧
入
円
的
を
幾

ら
か
加
味
す
る
さ
い
ふ
の
が
ゐ
品
。
党
(
に
も
拘
ら
十
二
間
刊
の
税
を
分
け
る
の
は
妥
蛍
で
な
い
。
第
二
に
は
前
記
の

鮎
は
夫
の
二
柿
の
枕
が
現
討
に
況
は
れ
宇
ご
も
、
英
一
か
模
型
的
の
も
の
芭
し
て
許
す
ご
し
て
、
租
税
に
は
潟
・
り
此

財
政
収
入
上
の
円
的
ご
祉
命
政
策
上
の
目
的
ご
ば
h
r
'
り
で
な
く
、
共
の
外
に
、
他
に
色
々
の
日
常
盆
上
の
目
的
が
存

し
得
る
。
経
済
叉
は
生
産
政
策
上
山
目
的
、
道
義
又
は
数
育
政
策
上
の
目
的
、
衛
生
保
健
政
策
上
の
目
的
、
等
々

刊
紙

ω
目
的
と
買
値

言倫

議

部
二
十
阿
轡

げ
川
第
一
瞬

5 Tyszka. a. a. O. S. 83' Schaff1e. a. a田 O.S. 3+ Eheherg. a. a. 0 
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諭

最

租
軒
町
目
的
と
貨
惜

第
二
十
四
巻

節

税

が
あ
h
得
る
。

7
グ
ナ
!
の
財
政
的
租
税
、
一
批
曾
政
策
的
租
税
を
認
む
る
な
ら
ば
.
同
じ
ゃ
う
に
生
産
政
策
的
租

税
(
駐
一
三
‘
教
育
政
策
的
租
税
、
衛
生
政
策
的
組
税
を
も
並
べ
な
け
れ
ば
な
ら
刷
。
兎
に
角
、
財
政
的
己
赴
曾
政

策
的
ぜ
の
ニ
の
み
で
は
足
り
な
い
。

(控

=c生
産
政
策
的
。
輯
と
い
V

ヘ
ぽ
先
づ
保
護
閥
稀
を
第
一
に
串
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら
由
。
此
は
私
は
此
円
如
き
も
の
と
て
一
円
枕
・
と
し
て
可

と
思
ふ
。
併

L
エ
1
4
ル
色
、
テ
ス
カ
な

E
仕
此
保
践
闘
読
を
秘
主

L
て
否
定
し
て
居
る
。
チ
ス
カ
の
如
き
は
保
盤
闘
枕
ぽ
か

H
で
な
〈
財
政
聞

紙
ま
で
も
租
税
升
に
立
た
し
め
ゃ
う
・
と
し
た
が
、
共
は
大
に
無
酬
な
取
扱
方
て
あ
る

O
z
-
-へ
ル
ヒ
は
い
保
護
闘
続
山
口
み
に
租
粧
目
的
な

L
Bと
し

て
之
を
組
秘
主
ナ
ゐ
と
と
に
反
劃

L
、
財
政
闘
粧
の
み
が
本
車
内
租
紐
的
剛
枕
(
印
R
E
O
旬
。
】
】
)
止
し
た
品
併

L
嗣
一
回
閥
拾
を
二
分
し
て
、
組
問

た
る
も
の
と
、
租
居
た
ら

f
る
も
の
と
に
分
け
る
ζ
と
目
、
此
も
無
理
の
こ
主
で
あ
る
o

仰
ほ
テ
ス

d

に
就
V

て
は
前
出
註
六
事
服
。

cn公
盆
目
的
ご
す
る
も
の

い
其
説
明

1
1此
は
期
政
目
的
の
み
な
ら
す
其
他
の
凡
ペ
て
の
川
類
の
目
的
、
其
は
駐
合
政
策
目
的
ば
か
り

で
な
〈
.
他
の
色
阜
の
業
を
も
合
め

τ居
る
の
で
あ
り
、
之
を
用
。
て
居
る
挙
者
も
者
干
あ
る
(
陸
一
七
)
O

(駐

-
t
)
フ
オ
ツ
ケ
位
、
租
税
を
以
て
、
八
世
共
川
極
り
従
居
者
U
F
、
其
公
共
聞
値
吋
目
的
の
達
成
の
儒
め
に
給
付
せ
ざ
る
ペ
か
ら

F
る
分
摺
物
だ

と
儒

L
、
史
ら
に
租
時
四
目
的
仕
、
品
一
品
共
闘
値
目
目
的
て
な
{
て
は
な
ら
向
。
又
は
少
{
と
も
此
ハ
ワ
如
き
も
?
と
し
て
町
田
め
ら
れ
且
ワ
説
明
さ

れ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
止
い

q
ゲ
ア
ロ
ツ
フ
も
、
租
桔
は
暑
の
岡
田
略
的
制
度
方
策
去
費

L
f、
唱
だ
国
家
目
的
の
質
現
の
舘
め
の
方
便
ず
あ
っ
て
、

約
言
す
れ
ば
租
枯
目
的
世
間
家
目
的
四
方
便
た
る
と
と
だ
と
い
ふ
咽

)
 

ろ
芸
批
評

(
 い

肯
定
的
批
評

1
1如
何
に
も
此
会
盆
目
的
芭
い
ひ
、
或
は
図
家
目
的
、
或
は
公
共
圃
慢
の
目
的
ご
い
よ

Eheberg， a.. a. O. S. 179・ 515.516 
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も
亦
可
な
り
で
あ
る
が
、
兎
に
角
、
此
一
の
詞
で
色
々
の
租
税
目
的
を
概
括
せ
し
め
る
こ

Z
が
出
来
て
、
便
利
で

ゐ
る
ご
は
レ
へ
る
。
簡
田
中
明
瞭
.K
ピ
レ
へ
る
。

2
吊
口
定
的
批
評

1
1併
L
財
政
牧
入
目
的
の
如
(
後
遺
史
的
に
最
早
〈
租
税
に
つ
い
て
稜
遣
し
、
今
日
ま

で
最
長
い
間
存
制

L
て
、
又
、
今
日
も
術
ほ
多
〈
の
税
の
主
目
的
で
も
あ
る
ピ
せ
ら
れ
る
も
の
を
、
他
の
む

L
ろ

未
熟
な
る
色
々
な
る
目
的
ご
一
緒
に
し

τ
一
の
る
盆
目
的
の
中
に
入
れ

τし
ま
う
の
も
、
あ
ま
り
に
財
政
牧
入
目

的
の
重
要
を
関
却
し

τ居
る
も
の
ざ
し
て
遺
城

t
き
れ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

町
目
的
を
定
義
に
現
は
君
、
る
も
の
|
|
此
は
公
盆
目
的
ざ
し
て
色
々
の
目
的
を
現
は
す
位
な
ら
ば
、
主
(
れ
な

ιば
租
税
が
一
の
岡
家
制
度
た
る
以
上
、

い
ふ
を
待
た
ぬ
こ
吉
、
し
て
、
之
を
定
義
よ
h
除
か
う
古
い
ム
の
で
あ

-
9
(
註一八)、

一
廊
尤
も
で
は
ゐ
る
け
れ

y-も
、
折
角
の
目
的
を
全
〈
定
義
か
ら
除
き
去
る
ご
い
ム
の
も
植
地
協
で
あ

A

ッ
、
特
に
此
目
的
が
租
税
の
一
の
特
徴
Z
認
め
ら
れ
る
を
符
な
け
れ
ば
別
に
け
れ
ど
も
、
新
く
も
認
め
ら
れ
る
な

ら
ば
、
何
等
か
之
を
生
か
す
工
夫
を
し
な
〈
て
は
な
ら
泊
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。

ロ
ツ
ッ
、
ヨ
ン
ヲ

I
ド
、
ス
ト
ル
ツ
ツ
等
は
租
軸
定
義
中
か
ら
此
目
的
を
省
い
て
居
る
ロ
そ
し
て
ス
ト
ル
ル
ツ
ツ
位
、
明
か
に
、
一
定

の
公
共
闘
曲
目
財
政
需
要
(
輔
費
)
の
充
足
の
目
的
を
有
つ
こ
と
が
租
耽
の
概
念
に
は
周
せ

f
と
い
ふ
て
帰
る
。

(陸

-
A
)

ニ
私
見
|
|
其
蕗
で
私
は
今
、
租
税
は
牧
入
及
公
盆
目
的
を
有
つ
も
の
ご
潟

L
、
般
入
上
μ

会
盆
上
の
日
的
を
迫

ふ
も
の
ザ
い
さ
い
ふ
こ
ピ
を
、
組
税
定
義
の
中
に
も
入
れ
ゃ
う
ご
思
ム
。
そ
し
て
之
に
よ
り

τ矢
張
ち
租
税
の
一
特

諭

捜

第

苦慮

租
関
白
目
的
と
寅
世

第
二
十
四
巻

Lot;z;， a. a. O. S. 216. Conrad， a. a. O. S. (}. Strutz， Gcund begdffe 

des Steuerwesens. S. 4. 6. 
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部
二
十
凹
容

組
精
の
目
的
と
間
関

[9 

部

腕

論

叢

P可

徴

Z
L
て
、
田
平
に
乱
世
盆
目
的
の
み
を
抱
ふ
も
の
に
拠
出
立
せ

L
め
ゃ
う
古
川
山
ふ
。
夫
の
剖
余
科
料
の
如
〈
向
車
に
戎
公

盆
目
的
の
み
を
有

L
、
之
よ
ち
般
入
を
生
十
る
の
が
会
〈
の
附
随
結
果
に
止
ま
る
も
の
さ
は
具
る
ご
す
る
の
で
め

る
。
ぞ
れ
か
ら
惑
に
枚
入
及
公
盆
目
的
ご
い
ふ
ご
き
に
‘
業
公
品
価
E

h

I

ふ
の
は
欣
入
以
外
の
一
公
盆

ι
い
ふ
意
味
で

あ
り
・
枚
入
及
公
盆

zhvよ
以
上
は
、
租
税
に
は
此
ニ

ω
も
の
が
並
存
す
る
ピ
す
る
の
で
あ
る
。

たい
V

北
つ
一
の
も

の
が
存
在
す
る
度
合
は
、
各
の
枕
仁
よ
り
て
異
る
の
で
あ
っ
て
、
或
杭
で
は
収
入
が
主
ご
な
り
て
会
盆
が
別
主
な

る
。
他
の
税
で
は
却
っ
て
公
盆
が
主
ピ
な
っ
て
枚
入
が
従
ご
な
る
。
一
見
ら
仁
他
の
税
で
は
欣
入
ピ
R

胃
袋
ざ
が
鵠
立

古
な
る
o

共
の
主
ざ
な
り
従

t
な
る
も
の
に
て
も
、
従
た
る
も
の
が
可
な
り
の
重
き
を
有
つ
こ
芭
も
ゐ
れ
ば
、
従

た
る
も
の
が
、
殆
ん
ど
無
個
、
伎
に
近
い
こ
さ
も
あ
る
が
、
兎
に
角
、
税
に
は
夫
の
こ
の
目
的
の
何
れ
も
が
存
す
る

の
で
あ
る
o

少
〈
ご
も
今
日
の
後
遺
度
に
於
げ
る
税
は
然
り
で
ゐ
り
、
そ
し
て
倫
ほ
氾
量
購
来
に
於
け
る
殺
も
恐

ら
〈
然
う
で
あ
ら
う
E
推
測
せ
ら
れ
る
o

例
之
、
今
日
・
牧
入
目
的
の
み
よ
り
成
る
が
如
〈
見
ゆ
る
税
で
も
、
或

度
ま
で
は
経
協
胴
上
や
一
枇
曾
政
策
上
や
致
育
上
や
政
治
上
ゃ
、
色
々
の
献
を
考
慮
し
て
居
る
o

著

L
〈
は
税
に
於
け

防
副

る
E

官
盆
上
よ
り
の
兎
除
を
見
る
芭
分
る
。
益
金
上
の
円
的
の
一
た
る
絞
糖
政
策
目
的
の
み
を
遁
ふ
や
う
に
見
ゆ
る

禁
止
閥
税
で
も
備
は
其
に
多
少
枇
入
上
の
目
的
が
潜
む
。
杢
く
り
抑
制
糖
政
策
目
的
の
み
で
、
投
入
目
的
が
全
〈
侃
…

し
己
い
ふ
な
ら
ば
、
む
し
ろ
輸
入
禁
止
ご
で
も
し
た
筈
で
あ
る
。
岡
地
税
や
濁
身
稔
子
無
税
の
如
、
き
に
於
て
は
股

入
が
全
く
無
〈
な
っ
て
も
闘
は

m
H
Z
は
V

ふ
も
の
、
、
比
に
は
矢
張
。
或
度
の
牧
入
を
仲
ふ
し
、
叉
初
め
よ
り
此

以 下o叩l著、租結問究、七巻 E27) 



枚
入
を
も
期
待
し
て
居
る
の
で
ゐ
る
o

此
等

ωも
の
に
て
枚
入
目
的
安
(
無
し
ご
す
る
な
巴
ば
、
問
地
禁
止
凋
身

者
子
耐
聴
者
世
四
割
{
特
に
罰
金
以
外
の
方
法
に
よ
る
)

ご
で
も
す
ぺ
き
で
あ
る
。
此
等
の
ぬ
盆
上
の
目
的
の
重
き
を

成

f
所
の
税
正
夫
の
皐
仁
会
盆
目
的
を
有
つ
ご
す
る
所
の
罰
金
科
料
E
は
頗
る
延
接
し
た
も
の
で
は
め
る
が
、
之

を
罰
金
ご
い
ふ
名
を
用
ゐ
宇
し
て
、
税
己
し
て
取
る
践
に
、
立
法
者
に
於
て
罰
金
ど
す
る
の
を
遠
慮
し
て
居
る
心

持
が
あ
る
の
で
あ
ち
、
刑
罰
己
ま
で
に
は
し
な
い
で
、
人
の
行
動
を
或
希
望
さ
る
、
所
の
方
向
に
向
は
[
め
、
立
(

に
て
る
盆
上
の
目
的
を
達
成
L
、
序
手
に
枚
入
上
の
目
的
を
も
計
ら
う
己
レ
ム
の
で
め
る
。
般
入
目
的
さ
る
盆
日

的
芭
の
並
存
す
る
税
ピ
い
へ
ば
、
近
頃
の
累
進
所
得
税
、
累
進
地
租
、
累
進
的
な
る
財
産
校
、
相
納
税
な

H

と
が
然

り
で
あ
る
。
此
等
の
も
の
に
於
て
累
準
率
の
進
み
方
が
険
し
〈
な
る
E
き
に
は
、
牧
入
円
的
よ
句
も
会
第
目
的
の

方
が
一
一
府
重
き
を
成
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
租
枕
進
化
の
大
勢
は
一
脹
は
美
方
向
に
向
っ
て
居
る
や
う
に
認
め
ら

れ
る
α

f畳

税

の

賓

糟

第
二
段

一
従
来
の
見
解

叫
賓
館
を
指
示
せ

5
る
も
の
|
|
和
税
の
質
飽
に
つ
い
て
は
、
之
を
租
税
定
義
に
指
示
し
な
い
例
が
少
〈
な
い
。

此
は
一
の
児
解
で
は
あ
る
が
、
税
枕
の
本
質
を
明
か
に
す
る
に
於
て
物
足
り
な
い

E
V
ふ
戚
を
禁
じ
符
な
い
γ

。
此

前

推

租
粧
の
目
的
と
費
値

第
二
十
四
巻

五

冒5

披

五



論

議

租
積
回
目
的
と
貸
借

第
二
十
四
笹

"-F、

第

挽

"-，、

に
も
こ
っ
異
っ
た
方
法
が
ゐ
る
。
或
は
之
を
R
T
携
物
正
い
ふ
て
表
は
し
京
一
九
)
、
或
は
課
徴
物
古
い
ふ
て
表
は
す

(龍二
O
)
O

何
れ
に
し

τも
租
税
の
賞
鶴
は
之
よ
'
り
し
て
は
分
ら
な
い
。

(
註
-
九
)
何
回
単
に
分
権
物
(
円

B
E
E
S
F
出

E
E官
)
と
い
ふ
て
居
る
白
は
例
之
、

r
i
リ
ュ

I、

7
オ
ツ
ヶ
、
回
ツ
シ
ア
I
白
如

L
。
幻
強

制
分
礎
物

(
n
E
亘
書
士
S
停止

E
H
O
P
N
A号
宮
町
内
白
問
。
)
世
間
用
ゐ
て
居
る
の
は
、

7
グ
マ
ン
、
ラ
ツ
ッ
、
ジ
エ
ン
セ
ン
、
ク
ヲ
イ
パ
ウ

品
ヒ
タ

1
、
ヘ
ツ
ケ
ル
、
コ
ン
ラ
，
ド
白
如

L
岨

喜

一

口

)

審

物

E
1
2
tふ
て
居
る
の
は
、
プ
ア
イ
7
ア
l
、

チ

ス

モ

ワ

グ

「

の

如

し

ず

3
5
1自
制

品
N
君

主

し

て
弾
求
書
る
L
課
徴
物
と
い
ふ
)
。

何
賓
館
を
指
示
す
る
も
の
|
|
定
義
の
中
に
租
税
の
賓
館
を
明
示
す
る
に
し
て
も
、
色
々
の
方
法
が
あ
る
。
或

は
い
い
最
も
庚
〈
宮
ご
い
ふ
詞
を
用
ゐ

τ、
共
を
設
明
し
て
勤
務
を
も
物
口
聞
を
も
合
む
E
す
る
が
あ
る
(
註
三
)
。
が

此
は
あ
ま
b
に
臨
聞
き
に
過
〈
る
。
濁
逸
の
通
話
で
も
む
し
ろ
此
勤
務
を
除
い
て
居
る
(
詰
三
一
)
O

此
は
勤
務
を
除
か

な
〈

τは
な
ら
ぬ
ご
も
断
定
は
し
惑
い
が
、
少
〈
ご
も
近
代
税
は
賞
際
に
於

τ之
を
除
い
て
居
る
の

rか
ら
、
今

日
の
稔
を
定
義
す
る
ご
し
て
は
除
い
て
置
〈
方
が
良
い
。
川
或
は
物
一
財
。
物
倒
的
分
指
物
。
寅
物
的
叉
は
貨
幣
的

給
付
ご
し
て
、
前
者
よ
h
も
勤
務
を
除
hv

た
ど
り
狭
〈
現
は
す
が
あ
る
(
註
ニ
一
一
一
)
O

此
は
今
日
の
殺
を
定
義
す
る
ご

し
て
は
最
越
切
で
ゐ
る
。
詞
の
表
は

L
方
に
於

τ今
少
し
〈
改
正
を
要
す
ご
は
思
ふ
が
、
範
園
は
之
れ
で
良
〈
現

は
れ

τ居
る
。
ほ
夏
ら
に
前
者
よ
・
り
も
も
っ
、
己
狭
(
、
動
的
物
財
£
い
ふ
が
あ
る
(
匙
二
冊
目
)
O

成
程
、
普
通
に
税
ご

し
て
は
不
動
産
は
現
は
れ
来
ら
?
、
貨
幣
か
、
其
他
の
現
物

Z
L
τ
も
動
的
の
産
物
で
ゐ
る
。
叉
租
税
は
通
例
、

Beanlieu目 T田 itede la曾cience_des fin~nc~s.._ 5 ed. ~. p. 112. Vockc，~. 
a. O. S. 1.59， Roscter. a. a. O. 5.. }76. ~eliiman， 1. C. P.A32_， Lutz， 
~. p-，- 239， J~nsen，)， c. P，_II.3・I51einwachter.Fw. S. 92: Heckel. a. a 
O. S. J2-0 二onrad.a. a. O. S. 6. 
Pfei自己r，Staatseinnahmen. 1. S. 58. Tyszka， a. a. O. S. 75. Wagner. 
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年
h
q

繰
越
ホ
所
の
歳
入
だ
の
に
、
其
れ
を
不
動
産
で
取
っ
て
は
、
此
反
覆
性
継
繍
性
hr失
は
し
む
る
の
口
か
ら
、

不
動
産
を
除
い
た
ご
い
ム
の
は
理
屈
ご
し
て
も
尤
も

r
zせ
ら
れ
る
o

併

L
共
に
つ
い
て
は
組
税
目
的
の
進
化
か

ら
し
て
別
に
考
へ
直
す
の
必
要
が
あ
る
o

其
鈷
は
後
に
廻
は
し
、
に
一
奥
ら
に
も
つ
ご
狭
(
貨
勝
。
貨
僻
的
給
付
。

支
梯
物
。
代
表
財
ご
す
る
が
ゐ
る
在
二
五
)
O

成
穂
、
今
日
の
文
明
固
で
は
通
例
は
共
に
外
な
ら
ぬ
。
A
T
目
、
税
Z

L
T
質
物
を
取
っ
て
も
、
其
は
貨
幣
の
代
b
ご
し
て
で
ゐ

h
、
結
局
其
貨
物
を
責
却
し
て
貸
幣
仁
庇
し
て
牧
納
す

る
。
他
方
、
経
費
が
貨
幣
に
て
支
出
さ
る
る
か
ら
之
ピ
も
照
臆
し
て
居
る
。
併
し
其
れ
で
は
ま

r賞
は
物
足
り
な

い
の
を
見
出
す
。
共
事
は
後
か
ら
説
明
す
る
。
ほ
一
奥
ら
に
筒
別
経
済
の
牧
入
よ
b
取
る
も
の
正

Lτ
居
る
が
ゐ
る

{
拙
二
六
)
O

此
は
結
局
、
前
記
は
に
い
ふ
も
の

Z
同
じ
に
蹄
す
る
で
あ
ら
う
が
、
租
税
の
貫
慢
の
言
表
Z
し
て
は
、

間
接
で
ゐ

h
、
其
れ
を
不
満
正
す
る
。
の
み
な
ら
や
組
税
を
以
て
筒
別
経
済
の
牧
入
か
ら
取
る
の
み
ま
し

τは
狭

き
に
失
す
る
の
不
都
合
も
生
守
る
。

(
陸
ニ
-
)
川
ス
テ
ー
プ
ル
は
、
租
輯
を
以
て
官
(
宅
E
F
F
)
自
分
指
物
と
綿
L
、
此
に
制
勝
及
胸
日
聞
を
合
む
と

L
℃
居
る
。
軍
事

kω
勤
務
.
誼

路
修
繕
の
錨
め
の
弧
制
捗
働
も
覚
悟
又
仕
財
産
自
主
姉
主
再

L
t租
軸
だ
と
い
ふ
て
居
る
醐

(
註
ニ
ニ
)
例
之
、
シ
品
ア
レ
l
位
、
公
共
幽
健
に
給
甘
さ
れ
た
る
人
抑
制
務
は
租
枇
に
入
ら
ぬ
。
兵
役
勤
務
(
所
畑
、
血
栂
)
は
同
布
。
意
義
の

租
税
て
な

V
主

V
U
、
ヌ
イ
ス
チ
ン
グ
も
、
人
的
勤
務
は
凡
ベ
て
公
の
謀
徴
拘
に
嵐
せ
由
と
い

U
、
1

1

4

ル
ヒ
も
、
勤
務
蛤
刊
は
開
制
的
白
で

も
租
税
て
な
い
と
い
ふ
。
そ
し
て
へ
ツ
ケ
ル
也
、
租
枯
に
人
的
勤
務
を
排
す
凶

(
健
二
三
)
内
ツ
ケ
ル
は
、
租
税
を
以
て
物
肘
又
は
紺
済
的
方
便
か
ら
取
る
も
白
主
し
て
現
は
る
と
錦
し
、
シ
ェ
フ
レ

1
は
、
鞠
則
的
分
指
物
(
貨

幣
的
分
措
鞠
)
と
し
て
肘
り
、
ロ
ァ
ッ
は
、
貨
物
的
又
は
貨
僻
的
給
刊
と
鋳
L
、
ノ
イ
マ
ン
は
、
宝
捕
物
又
は
交
付
物

(
P
E
E同
自
。
骨
ニ

r

前

議

租
積
回
目
的
と
賃
値

第
一
一
十
四
巻

七

第

量E

セ
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， 

第
二
十
四
巻

。
叫
印
可屯

巴
ヨ

唱
コ、，

与塑
る 年制E

U 会2).， 
目
的
主
賃
値

襲

λ 

第
一
挽

^ 

前

問

(
註
ニ
四
)
エ
l
ペ
ル
レ
」
口
、
租
租
は
動
的
物
財
よ
り
成
町
一
、
時
代
及
共
他
記
事
情
に

k
り
て
現
物
又
は
貨
幣
よ
り
成
る
と
い

L
e

(
健
二
五
)
ス
ル
ツ
ツ
は
、
租
税
を
貨
幣
給
刊
と
伐
L
、
他
山
物
的
給
付
は
諜
徴
物
て
仕
あ
り
停
る
だ
租
輯
、
手
費
料
、
又
は
分
換
金
て
は
な

い
t

と
い
ふ
。
リ
ッ
チ
ユ
ル
も
、
租
拍
は
最
早
、
金
悼
の
目
的
に
必
要
な
る
川
崎
翻
務
の
曜
に
て
は
取
ら
れ
由
。
併

L
穴
物
か
貨
幣
か
、
代
表
的
財

の
形
に
て
取
ら
る
る
と
熔
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
ス
も
、
租
輯
は
強
制
的
主
例
物
と
品

L
、
ベ
ヲ
フ
Z

ル
デ
ス
は
、
租
積
仕
大
部
分
.
貨
幣
に
亡
行
は
る

る
給
付
と
い
H
V
、
ア
イ
九
チ

y
グ
も
、
租
粧
を
貨
幣
向
給
付
と
い
ふ
て
居
る
。

沼

市
ル
グ
ト
は
、
筒
別
級
桝
白
牧
入
か
ら
取
る
も
の

k
い
ム
。

(
陸
=
穴
)

二
私
見
|
|

は
い
租
枕
の
質
慌
の
指
示
1
1花
は
貨
幣
的
方
便
又
は
其
他
の
物
財
Z
し
て
示
?
フ
古
田
U
'
A
O

之
に
よ
h
て
は
私

は
貨
幣
の
み
な
ら
や
貨
幣
の
代
用
物

E
し
て
用
ゐ
ら
る
、
信
用
方
便
を
も
合
め
、
夏
ら
に
其
ば
か
り
で
な
〈
土
地

家
屋
工
場
有
償
詮
券
を
も
合
め
ゃ
う
古
田
山
ふ
。
併
L
又
共
に
よ
り
て
主

E
L
て
は
貨
幣
的
方
便
で
、
或
皮
ま
で
共

他
の
物
跡
を
併
せ
用
ゐ
る
の
趣
旨
を
示
3
う
ご
思
ふ
。
其
ど
か
ら
車
仁
物
財

zhyは
字
、
貨
物
的
叉
は
貨
幣
的
給

付
ピ
も
い
は
な
か
っ
た
。
貨
幣
に
重
き
を
置
き
、
其
他
の
物
尉
を
ニ
衣
的
に
置
い
た
の
だ
。
或
は
物
財
特
に
貨
幣

部

的
方
便
Z
し
て
も
良
か
っ
た
が
、
共
れ
だ
古
貨
幣
外
の
物
財
が
あ
ま
b
に
軽
〈
な
る
や
う
で
も
あ
る
。
元
来
‘
今

日
の
財
政
に
於
て
歳
入
正
し
て
貨
幣
的
方
便
に
重
量
を
置
〈
の
が
賞
然
で
あ
る
。
今
日
の
財
政
は
一
般
経
済
界
E

同
様
に
、
貨
幣
的
方
便
の
収
支
を
刷
局
す
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
経
済
界
仁
廃
す
る
に
於
て
之
に
依
る
の
を
最
便
ざ

す
る
。
財
政
支
出
も
貨
僻
的
方
便
に
よ
り
、
租
税
枚
入
も
亦
随
っ
て
貨
幣
的
方
便
仁
依
る
の
を
最
使
正
掛
川

L
、
賞
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H
i
l
-
-
-物

を
用
ゐ
な
い
の
が
便
利
で
あ
る
。
帥
も
貨
幣
に
依
る
の
が
計
算
の
上
に
も
、
運
搬
の
上
に
も
、
保
管
の
上
仁
も
、

利
殖
の
上
に
も
便
利
で
あ
ち
、
財
政
の
牧
支
均
衡
を
計
る
の
じ
も
便
利
で
あ
る
。
だ
か
ら
し

τ賞
際
も
亦
た
段
々

正
時
勢
の
推
移
仁
件
ふ

τ、
さ
う
成
り
来
つ

τ居
る
(
註
ニ
七
)
O

然
る
に
此
に
叉
租
税
日
的
の
進
化
の
結
果
正
し

τ、

枇
合
政
策
H
的
が
之
に
て
愈
々
重
き
を
成
す

t
t
じ
な
る
ご
、
租
税
は
貨
幣
的
方
仰
に
依
る
を
要
し
な
V
の
み
な

ら
宇
、
む
し
ろ
却
っ
て
貨
幣
的
方
似
た
ら
さ
る
物
財
、
而
か
も
所
調
、
年
々
の
産
物
の
如
き
も
の
ば
か
り
で
な
〈
、

土
地
や
家
尾
や
工
場
ゃ
、
街
償
詮
券
ゃ
な
ど
が
、
一
層
好
郁
合
ご
な
る
o

此
の
如
き
ょ
己
の
あ
ち
得
る
こ
ご
は
併

に
人
の
注
意

L
出

L
た
所
で
あ
・
り
(
悦
二
λ
)
、
此
を
考
慮
に
入
れ

τ、
私
が
租
税
の
質
慢
を
以
て
貨
幣
的
方
便
又
は

其
他
の
物
財
ご
し
た
の
で
ゐ

h
、
向
ほ
並
(
れ
に
で
財
政
運
用
を
考
慮
し

τ、
む
し
乃
貨
幣
的
方
便
に
重
き
を
置
〈

の
意
を
も
示
し
て
居
る
。

(
駐
ニ
七
)
シ
ェ
フ
レ
ー
は
、
勤
務
及
使
川
物
並
に
消
費
物
を
川
接
に
即
ち
貨
僻
の
叫
介
に
よ
り
、
そ
し
て
貨
幣
円
形
式
に
て
闘
民
網
怖
か
ら
引
入

れ
る
乙
と
が
、
同
家
的
及
岡
民
蜘
情
的
叫
山
よ
り
愈
々
書
〈
目
的
に
遡
ひ
、
閥
ふ
て
既
治
上
偉
々
有
利
と
な
る
止
い
H

町
、
フ
ァ
イ
ブ
y
l
川
、
詩

人
の
今
日
白
金

e，K詔
制
度
の
挺
濯
に
於
て
、
一
抗
物
組
桝
の
必
要
が
髄
た
れ
、
随
ふ
て
同
時
に
共
肱
止
が
M
官
事
せ
ら
れ
た
と
い
点
て
居
る
d

(
睦
二
八
)
ゲ
ア
ロ
ッ
プ
は
、
岡
家
の
和
棺
林
の
方
法
に
よ
り
、
大
企
業
へ
同
家
の
財
政
上
の
参
加
が
締
抑
岳
慌
の
副
脅
化
由
一
欄
を
意
味

L
得
る
。

況
は
此
へ
白
荒
川
宮
崎
る
一
歩
た
り
揮
る

C

此
案
は
先
伺
な
し
で
は
な
い
。
例
之
、
一
九
二
O
H
T
七
月
二
十
一
日
白
咽
の
一
問
的
大
財
産
税
法
O
如

mm 

し
と
い
ふ
て
居
る
。

)

)

 

日
附
帯
考
慮
事
項
|
l
い
貨
幣
的
方
便
外
の
物
財
の
割
合
|
|
貨
幣
的
方
使
以
外
の
物
財
も
亦
租
税
己

Lτ
牧

納
す
る
L
ご
を
認
め
る

Z
し
て
も
、
其
は
他
目
、
一
般
政
泊
及
経
済
事
情
が
非
常
に
師
型
化
し
た
後
は
別
Z
し
、
今

叉
少

f
t
も
近
い
時
間
来
で
は
、
財
政
上
、
貨
幣
的
方
便
を
必
要
ご
す
る
も
の
が
大
で

日
の
如
き
事
情
の
下
に
は
、

宮存

続

-
7L 

設

租
精
白
目
的
と
質
憧

第
ニ
十
四
巻
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nl句

議

机
枕
の
目
的
正
賞
健

第
二
十
問
答

O 

均百

税

O 

あ
h
、
而
か
も
之
を
机
税
に
依
る
・
』
苫
の
必
要
の
大
な
る
事
情
に
下
に
、
又
貨
幣
的
方
便
の
牧
入
を
便
利
さ
す
る

事
情
の
下
に
、
何
ご
し
て
も
租
枕
は
貨
幣
的
方
便
に
依
る
の
が
多
〈
、
又
之
を
原
別
言
す
る
を
常
然
ざ
す
る
。
恐

ら
〈
貨
幣
的
方
便
以
外
の
物
財
は
限
ら
れ
た
る
範
凶
に
て
の
み
認
め
ら
る
、
に
止
ま
る
で
あ
ら
う
。

バ
川
貨
幣
的
方
便
以
外
の
物
財
に
よ
り
取
ら
る
、
税
械
|
|
斯
〈
て
貨
幣
外
の
物
財
を
以
て
取
る
ご
し
て
も
、

共
範
同
は
併
は
営
分
は
快
き
も
の
に
限
ら
れ
、
随
っ
て
税
の
mm矧
を
も
考
慮
し
て
、
其
の
之
に
最
適
切
芭
す
べ
き

も
の
に
限
り

τ行
ふ
の
が
適
嘗
ご
な
る
。
其
に
は
郎
も
財
産
税
ご
相
続
枕
ご
が
最
通
常
で
あ
る
。
此
二
枕
ご
℃
必

守
L
-
B
此
か
ら
財
産
元
本
共
も
の
を
牧
納
す
る
引
組
ご
せ
す
、
之
が
税
率
を
粧
〈
し
且
つ
年
賦
延
納
を
も
許
し
て
、

其
財
産
の
年
々
生
す
べ
き
所
得
炉
ら
し
て
優
に
梯
ひ
得
る
相
何
度
の
も
の
ご
し

τも
良
い
が
、
叉
或
度
ま
で
一
万
本
牧

納
に
依
る
外
な
き
税
度
の
も
の
ご
し
て
も
良
い
。
其
の
何
れ
に
依
る
仁
し
て
も
、
此
税
で
は
義
務
者
守
し
て
必
宇

し
も
之
が
所
得
、
又
は
其
他
の
所
得
か

ι貨
幣
的
方
便
仁
よ
・
り
て
の
み
支
抑
は
し
め
守
、
則
産
元
本
の
-
部
を
割

い
て
も
納
め
る
こ
古
を
得
し
め
、
一
定
の
機
関
の
一
定
形
式
に
依
る
評
慣
に
よ
り
て
貨
幣
的
方
使
に
代
ら
し
め
る

の
途
を
関
〈
べ
き
で
あ
る
。
斯
〈
の
如
〈
に
し
て
夫
の
貨
幣
外
の
物
財
に
依
る
租
税
牧
納
を
若
干
少
数
の
税
の
み

に
限
定
し
て
、
貨
幣
己
の
港
樺
的
に
の
み
行
は
し
め
る
な
ら
ば
、
左
ま
で
貨
幣
牧
支
の
財
政
を
素
吉
守
し

τ糖
ま

う
か
芭
思
ム
。

川
円
貨
幣
的
方
便
以
外
の
物
財
の
管
理
|
|
慨
に
貨
幣
的
方
悦
以
外
の
物
財
を
牧
納
す
る
場
合
が
多
く
な
る

Z

L
て
、
此
が
管
理
は
、
貨
幣
的
方
似
の
管
理
よ
b
は
六
っ
か
し
い
。
岡
よ
ち
之
宇
貨
併
的
方
便
に
依
る
も
の
ご
は

離
れ
て
特
別
に
管
理
し
、
共
縛
め
特
別
曾
計
・
特
別
機
闘
を
設
り
、
其
牧
納
し
た
る
不
動
産
や
株
券
や
債
券
ゃ
を
、



倫

書聖

租
粧
の
目
的
と
質
世

第
二
十
四
轡

第
一
現

財
産
Z
し
て
叉
事
業
正
し
て
又
は
事
業
奉
加
ご
し
て
運
用
す
ぺ
〈
、
共
に
は
箪
に
財
政
上
の
見
地
の
み
で
な
く
、

枇
曾
政
策
上
・
終
融
制
政
策
上
、
数
育
政
策
上
、
軍
事
政
策
上
等
の
見
地
か
ら
し

τも
管
瑚
蓮
用
す
ぺ
(
、
然
る

z

h
d

は
同
一
系
金
慢
上
に
大
に
有
盆
の
も
の
ピ
な
る
で
あ
ら
う
。
但
し
私
は
之
を
今
日
の
我
闘
に
行
ふ
芭
ハ
ー
ム
の
は
跨

躍
す
る
。
之
を
行
ふ
正
し
た
ら
政
治
家
の
腐
敗
し
て
居
る
今
日
に
於
て
如
何
に
此
が
濫
用
き
れ
る
で
あ
ら
う
か
を

憂
え
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
o

に
か
ら
し
て
私
は
其
を
出
来
る
に
け
抽
棋
聖
範
囲
に
行
ひ
た
る
山
川
北
(
L
L

仁
も
、
此
が
管
理

を
政
府
の
み
に
委
か
せ
ず
、
問
問
〈
各
方
面
的
代
表
委
員
を
招
致
し
て
厳
正
に
管
理
せ
し
め
る
の
が
最
肝
要
に
さ
思

ふ。

合士
，日

論

以
上
要
之
、
租
税
目
的
は
従
来
色
々
に
設
か
れ
た
が
、
む
し
ろ
財
政
政
入
目
的
に
偏
重
し
て
考
へ
ら
れ
て
居

た
む
り
れ
ど
も
此
外
仁
、
牧
入
以
外
の
公
盆
目
的
も
が
相
常
重
量
を
成
す
べ
き
も
の
だ
戸
か
ら
夫
の
目
的
は
般
入
及

会
盆
日
的
ピ
潟
L
、
租
税
に
て
は
常
仁
此
ニ
の
も
の
を
併
ぜ
考
ふ
る
の
が
至
嘗
正
す
る
、
此
が
結
果
ど
し
て
租
税

の
質
簡
も
従
来
は
む
し
ろ
貨
幣
的
方
.
倣
E
レ
ふ
こ
ご
に
重
量
を
置
か
れ
て
居
た
の

rが
、
禁
止
hd
も
、
も
少

L
貨

幣
的
方
便
以
外
の
期
物
戸
い
噴
旨
を
置
い
ほ
て
、
貨
幣
的
方
便
又
は
裳
他
の
物
財
芭
し
て
一
割
す
の
が
最
池
賞
記
忠
ふ
。

暗
唱
に
貸
借
的
方
側
以
外
の
貨
物
に
つ
い

γτ
は
、
時
の
事
情
に
感
じ
て
趨
醤
に
狭
き
範
囲
に
限
り
、
限
ら
れ
た
る
若

干
少
数
税
種
に
の
み
行
ひ
、
得
た
る
物
の
管
理
運
用
に
も
特
別
の
注
意
を
梯
ふ

τ特
に
厳
正
な
る
運
用
の
行
は
る

、
や
う
に
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。


